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１　「宿毛市地域クラブ設立の手引き」策定に当たって 

 

（１）背景 

学校部活動は、スポーツや文化芸術に興味・関心のある同好の生徒が、自主的・自

発的に参加し、各部活動の責任者の指導の下、学校教育の一環として行われ、教員等

の献身的な支えにより、宿毛市のスポーツ・文化芸術振興の一翼を担ってきた。また、

体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教

員等との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連

帯感の涵養に資するなど、学校という環境における生徒の自主的で多様な学びの場と

して、教育的意義を有してきた。 

しかし、少子化が進む中、学校部活動をこれまでと同様の体制で運営することは難

しくなってきており、学校や地域によっては存続が厳しい状況にある。 

こうした状況の中、スポーツ庁及び文化庁においては、学校部活動の段階的な地域

移行に関する検討を進め、2022（令和４）年 12 月に「学校部活動及び新たな地域ク

ラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定し、新たな地域クラブ活

動を整備するために必要な対応等を示している。 

 

（２）趣旨 

国のガイドラインでは、生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するために 

は、学校と地域との連携・協働により、学校部活動の在り方に関し速やかな改革に取

り組み、生徒や保護者の負担に十分配慮しつつ、持続可能な活動環境を整備すること

が求められている。 

円滑に地域移行を進めていくために、宿毛市では、学校部活動を取り巻く環境の変

化に対応し、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことがで

きる機会を確保する必要がある。 

そこで、宿毛市や高知県、関係団体等が連携して学校部活動の段階的な地域移行を

進めていき、地域の運営団体・実施主体による地域スポーツクラブ活動及び地域文化

芸術クラブ活動（以下、「地域クラブ活動」という。）を新たに整備するため、「宿毛

市地域クラブ設立の手引き」を策定することとした。 

宿毛市の学校、スポーツ・文化芸術団体等の関係者が、本手引きを踏まえた共通理

解の下、地域の実情に合わせて、様々な手法の中から創意工夫を凝らし、段階的な取

組を進めていく。 
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２　地域クラブ活動 

 

地域クラブ活動は、学校の教育課程外の活動として、社会教育法上の「社会教育」（主

として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動、体育及びレクリエーション

の活動を含む。）の一環として捉えることができ、また、スポーツ基本法や文化芸術基

本法上の「スポーツ」「文化芸術」として位置付けられるものでもある。 

したがって、地域クラブ活動は、学校と連携・協働し、学校部活動の教育的意義を継

承、発展しつつ、スポーツ・文化芸術の振興の観点からも充実を図ることが重要である。 

 

（１）宿毛市が認定する地域クラブの要件 

地域クラブ活動は、学校部活動の教育的意義や役割を継承する活動であることを踏

まえ、単に中学生が加入するスポーツ・文化芸術クラブ等とは区別する必要がある。 

宿毛市が認定する地域クラブは、以下の①～⑧の要件を全て満たすこととし、満た

さない場合は原則として宿毛市地域クラブの対象としない。 

①　国が通知した、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総

合的なガイドライン」に準じた活動を行っていること 

②　学校部活動（学校に地域クラブが所管しようとする部活動がない場合も含む）

を引き受ける団体であること 

③　活動状況について、定期的に生徒の在籍校と情報共有等が行われていること 

④　規約等に基づいて団体の運営を行い、会計について公の場（団体の総会等）で

承認を受け、適切に処理されていること 

⑤　活動中の事故やトラブル等の管理責任が明らかであり、その解決に向け、必要

に応じて学校と連携する体制が整っていること 

⑥　公認スポーツ・文化芸術指導者資格を有している、または宿毛市が基準として

示す指導者資格を有していること 

⑦　活動の運営・維持に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定していること 

⑧　適切な活動時間や休養日等を設定していること 

 

（２）参加者 

従来の学校部活動に所属している生徒だけでなく、今まで学校部活動に所属してい

ない生徒、各種スポーツ・文化芸術活動を苦手としている生徒、障害のある生徒等を

含めて、参加を希望する全ての生徒を対象とする。 
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（３）指導者 

生徒にとってふさわしい地域クラブ環境を整備するため、専門性や資質・能力を有

する指導者であること。また、生徒の多様なニーズに応えられるよう、資質向上に取

り組み、以下の①～⑤の全てを満たす者とする。 

①　成人（満 18歳）に達していること（学生を含む） 

②　宿毛市、高知県、国の指導方針に基づいて指導することができ、日頃から必要

な知識や技術の習得に努めていること（技術、責任感や連帯感、公正さや規律を

尊ぶ態度、社会性、思考力や判断力等、心身を育てる総合的な指導力など） 

③　地方公務員法第 16条及び学校教育法第９条各号に該当しないこと 

④　過去の指導において、体罰、ハラスメント等、指導者として不適格と認められ

る事項のないこと 

⑤　以下の（ア）～（カ）のいずれかに該当する者 

（ア）　教員免許を取得しており、当該運動競技や文化芸術活動の部活動指導実

績がある者 

（イ）　公益財団法人日本スポーツ協会等の中央競技団体が認定する指導者資

格を有する者（スポーツ指導者資格等） 

（ウ）　学校教育法第１条に規定する学校において、当該運動競技や文化芸術活

動の部活動で指導実績のある者 

（エ）　市内各運動競技団体・各文化芸術団体、市教育委員会、市内中学校長の

いずれかの推薦がある者 

（オ）　高等学校卒業程度の資格を有し、専門学校、大学もしくは大学院に在籍

かつ当該運動競技や文化芸術活動の経験があり、出身学校、専門学校、大

学の関係者から指導者として適格であると推薦された者 

（カ）　その他、宿毛市または高知県が定める研修会を修了した者 

 

 

３　地域クラブ活動の運営 

 

地域クラブは、宿毛市や高知県の方針、国のガイドライン、各運動競技団体や各文化

芸術団体等が策定する方針等を遵守し、生徒それぞれの志向にあった活動を行うなど、

適切な運営が行えるよう、規約等の策定、人員体制の整備等を行う。 

また、移行期においては、活動の運営方針、月間・年間の活動計画、活動中のトラブ

ルや事故の対応を含む管理責任等を明確にし、適切な管理を行う。 
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（１）クラブ規約等の策定 

地域クラブは、生徒や保護者に対し、安心して参加できる団体であることを示すた

めにクラブ規約等を策定し、入会前に生徒や保護者の理解を十分に得ること。 

≪参考≫クラブ規約等の構成例 

１　総則（クラブの名称と所在地） 

２　目的 

３　事業 

４　会員（資格、手続き、会費等） 

５　役員及び事務局（役職、選出方法と任期、任務等） 

６　会議（総会や運営委員会等の運営組織とその役割） 

７　会計（会計年度、会計の原則、資金の管理等） 

８　規約の改定 

９　クラブの解散 

10　附則（施行日等） 

 

（２）クラブ運営方針の策定 

地域クラブは、上述の規約等に基づいて、「運営方針」を策定し、活動の方向性を

示す。 

地域クラブの「運営方針」策定に当たって、生徒の中には、より上位の大会やコン

クールを目指すだけでなく、基礎体力や社会性を身に付けることを目的にしたり、仲

間と楽しい時間を過ごすことを目的にしたりする者もいるなど、生徒の志向が多様で

あることを受け入れ、勝利至上主義に傾倒することがないように配慮すること。 

≪参考≫クラブ運営方針の内容例 

・　活動の目的・育てたいクラブ加入者像・向上させたい力 

・　具体的な手立て・活動時間、休養日等 

 

（３）競技団体や大会等への参加登録 

生徒が大会に参加する場合は、大会の資格要件等（参加対象や登録の必要性、保険

等）を十分に確認し、以下のことについて留意する。 

①　地域クラブとして大会参加を目指す場合、必要に応じて各競技団体や各連盟

等への登録や加盟が求められることから、運営団体は、移行期において、登録や

登録費の納入が学校と二重にならないように配慮すること 

②　中体連等が主催する大会をはじめ、様々な大会への参加資格については、それ

ぞれの大会により出場要件等が異なるため、必ず事前に確認すること 
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③　地域クラブとして大会参加が実現する場合は、大会の役員や審判等、大会運営

にスタッフとして積極的に参加すること 

 

（４）適切な休養日等の設定 

地域クラブ活動は、生徒の心身の成長に配慮して、健康に生活を送れるよう、休養

日・活動時間を設定する。 

その際、学校部活動と地域クラブ活動が併存する場合は、生徒の成長や生活全般を

見通し、地域クラブと学校を中心とした関係者が連携し調整を図る。 

①　休養日 

（ア）　学校の学期中は、週２日以上の休養日を設けることとし、平日は少なく

とも１日以上、休日も少なくとも１日以上を休養日とすること（休日に大

会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替えること） 

（イ）　地域クラブ活動を休日のみ実施する場合は、原則として１日を休養日と

し、休日に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の休日に振り替える

こと 

（ウ）　学校の長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いとし、生徒が

十分な休養を取ることができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシー

ズン）を設けること 

②　活動時間 

（ア）　１日の活動時間は、平日は２時間程度、休日は原則として３時間程度と

し、できるだけ短時間に、合理的かつ効率的・効果的な活動を行うこと 

（イ）　大会等（遠征・合宿・練習試合を含む。）は、上記の練習時間とは別に

されるが生徒の健康・安全を第一に考えること 

（ウ）　地域や学校の実態を踏まえて活動時間は工夫すること（定期試験前後の

一定期間に休養日を設ける、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の

目安を定める等） 

 

（５）活動場所 

活動場所は、市内各中学校、公共のスポーツ・文化芸術施設、社会教育施設だけで

なく、地域団体・民間事業者等が有する利用可能な全ての施設が活動場所となる。 

また、学校施設等を利用する際は、施設の設置者の許可を得て、設置者が定める規

則等を遵守する。 

移行期においては、学校施設で学校部活動が行われていることが想定されるため、

学校施設管理者、施設の設置者、関係団体等で協議を行い、複数の団体が希望する場
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合は公平に利用することができるよう調整するなど、緊密に連携を図る。 

 

（６）会費の適切な設定と保護者の負担軽減 

地域クラブは、生徒や保護者、地域住民等の理解を得つつ、活動の運営・維持に必

要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定する。 

また、地域クラブは、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営に透明性を確保す

るため、関係者に対する情報開示を適切に行う。 

 

（７）保険への加入 

地域クラブは、指導者や参加する生徒等に対して、事故や自身の怪我等を補償する

保険や個人賠償責任保険への加入を義務付ける。 

保険適用の範囲については、活動の最中のみならず、活動場所への移動中に事故等

があった場合にも適用を受けることができる内容を検討する。 

 

（８）地域クラブと学校等の連携 

生徒は地域クラブ活動に加え、地域の活動や、移行期には学校部活動も行うなど、

多様な活動をすることが想定される。 

そのため、心身に負担がかかり、健全な発育・発達に弊害が出ることのないよう、

地域クラブは学校と活動内容等の情報を共有し、活動過多の予防に資する。 

地域クラブ活動を実施する中で、学校行事が大会・試合等（前後泊など移動を含む）

と重複することが想定されるが、地域クラブは原則として学校行事を優先させるよう

十分配慮する。 

また、地域クラブの指導者及び保護者は、生徒の将来を見据えた指導が必要になっ

てくることから、通常の活動に加えて進路面等についても学校と情報を共有する。 

 

（９）宿毛市の教員等が兼職兼業を行う場合の条件等 

宿毛市立学校に勤務する教員等（以下、「教員等」といい、常勤・非常勤を問わず、

事務職員等も含む。）が地域クラブ活動に従事し、兼職兼業を行う場合、教員等は、

次の項目をすべて満たした場合に、兼職兼業を行うことが可能である。（※パートタ

イム会計年度任用職員は兼職兼業の許可は不要） 

（ア）　当該教員等が希望していること 

（イ）　地方公務員法第 38 条や教育公務員特例法第 17 条の規定に基づいている

こと 

（ウ）　服務を監督する教育委員会の許可を得ること 
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地域クラブ活動に従事することを希望する教員等については、学校以外の団体から

報酬を受けて従事することになる可能性があるため、一般的な手続きとして、兼職兼

業希望先からの依頼を基に、校長等へ相談・了承の上、服務を監督する宿毛市教育委

員会の兼職兼業の許可を得て、地域クラブ活動に従事することとなる。 

教員等の兼職兼業の許可手続きの流れは、下記のとおりである。 

 根拠法令 ・地方公務員法第 38 条（営利企業への従事制限） 

・教育公務員特例法第 17 条（兼職及び他の事業等の従事）

 許可申請手続

き

１　申請者は(1),(2)を校長に提出 

(1)　兼職兼業許可申請書【許可様式１】 

(2)　以下の内容が分かる文書【許可様式２】 

□　事業内容（指揮命令系統、活動の実施場所、指導体制、

活動形態、活動内容等）  

□　雇用形態  

□　雇用期間  

□　業務内容  

□　報酬  

□　指導者や生徒に対する保険への加入状況  

□　活動（従事予定時間）等の計画表 

２　校長は、申請者から提出された(1),(2)について、許可要件に照

らして確認後、(1),(2)及び兼職事業内容整理表【許可様式３】を

宿毛市教育委員会へ提出（周囲による黙示的な圧力により、無理

に希望させられることがないよう、校長は申請者の意志等をよく

確認すること） 

３　宿毛市教育委員会は、提出文書を確認後、申請者に許可の可否

を通知

 許可要件 １　依頼元や従事形態等について教員等の公務に対する信頼が確保

されていること 

□　事業内容や雇用形態、期間や業務内容、報酬の多寡等の態様

が社会通念上適当であるか。 

□　「適切な休養日の設定」等、「学校部活動及び新たな地域クラ

ブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」（R4.12 ス

ポーツ庁・文化庁）を遵守しているか。 

２　勤務や部活動と実質的に区分けされていること 

□　地域クラブ活動の指揮命令系統、実施場所、指導体制、活動
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宿毛市の教員等が兼職兼業を行う場合のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　※①　地域クラブは、教員等が望んでいないにも関わらず、周囲からの要望や同調圧力等

から教員等が断れない状況が生じることがないよう十分留意すること 

　※③　校長は、本務への支障の有無など当該教員等の勤務実態を勘案すること 

 

　①　ボランティアとして地域クラブ活動に従事する場合 

　　地域クラブ活動に従事することを希望する教員等が、業務時間外において、無償

又は交通費等の実費弁済のみの支給で従事する場合、宿毛市教育委員会の兼職兼業

の許可は不要である。（一般に、校長等への事前相談等についても、必ずしも必要

 形態、活動内容等が、実質的に学校の業務と区分けされてい

るか。 

３　教員等の健康及び福祉の確保が図られていること 

□　申請者の勤務状況から、時間外在校等時間と地域クラブ活動

時間の合計が、単月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内と

なることが見込まれるか。 

□　地域クラブ活動の従事によって、時間的、精神的又は、肉体

的に公務員としての職務遂行に支障をきたすおそれがない

か。 

４　その他、学校業務の遂行に支障が出ないこと 

□　児童生徒の学びの保障等の学校や教員等の本務に支障がな

いか 

□　地域クラブ活動に従事する予定であった時間に、教員等とし

ての勤務が急遽必要となった場合には、教員等としての勤務

に当たることができるか。

学校管理職（校長）

地域クラブ

教員等

宿毛市教育委員会

①依頼 

※

②申請

④提出

⑤許可

③確認※

⑥契約
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ではない。） 

ただし、ボランティアであったとしても、労務の対価として謝礼があるもの（有

償ボランティア）については、宿毛市教育委員会の兼職兼業の許可が必要になるの

で、校長等へ事前相談を行う。 

活動中の事故等の責任は一義的には運営主体が負うこととなるため、ボランテ

ィア（無償・有償に限らず）であったとしても、注意義務等が問われるので留意す

る。 

②　大会スタッフとして大会運営に参画する場合 

これまで、大会運営に従事する際に、教員等の立場として従事しているのか、個

人の立場として従事しているのか、曖昧な状況にあったが、教員等の労務管理や服

務監督の観点から、その身分等について明確にすることが重要である。 

大会スタッフとして大会運営への参画を希望する教員等は、大会の主催者から

スタッフになることを委嘱され、委嘱報酬を得て大会主催者の一員として大会に

従事する場合、大会主催者が官民にかかわらず、宿毛市教育委員会の兼職兼業の許

可が必要になる。 

このため、手続きとしては、大会主催者からの依頼を基に教員等から校長等へ相

談し、了承の上、宿毛市教育委員会の兼職兼業の許可を求める。 

また、大会が教員等としての勤務時間内に行われる場合は、併せて、職務専念義 

務の免除の承認手続きが必要となるので、同様に、校長等への相談を経て宿毛市教

育委員会に承認を求める。 

活動中の事故等の責任は一義的には大会主催者が負うこととなるが、大会スタ

ッフとして責任等が問われることがあるので大会主催者に確認する。 

このため、事故等に備えた保険に大会主催者が加入しているか確認し、必要に応 

じて個人でも加入することが望ましい。 

③　事故が発生した際の責任・対応について 

事故が発生した場合の責任主体は、地域クラブや大会の主催者が責任を負うこ

とになるが、地域クラブ活動に従事している教員等にも責任がある場合、当該教員

等の服務の取扱いや処分の検討、損害賠償責任等の民事上の責任については、基本

的に地域クラブとの関係において対応がなされるものである。（なお、教員等とし

ての勤務時間外であっても、信用失墜行為の禁止など地方公務員として遵守しな

ければならない事項は、当然従う必要がある。） 

また、本人に事故があった場合には、損害賠償責任等の民事上の責任については、

基本的に地域クラブとの関係において対応がなされるものである。（地域クラブ活

動は、学校の管理下にないため、公立学校共済組合の助成等や独立行政法人日本ス
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ポーツ振興センターの「災害共済金給付制度」は適用されない。） 

 

 

（10）宿毛市職員その他の者が兼職兼業を行う場合の条件等 

宿毛市職員が地域クラブ活動に従事し、兼職兼業を行う場合、宿毛市総務課に許可を

取ること。その他の者が地域クラブ活動に従事し、兼職兼業を行う場合、所属する企業

等に許可を取ること。いずれの場合も許可書は任意とする。 

 

 

４　宿毛市地域クラブ認定について 

 

（１）宿毛市からの支援 

宿毛市地域クラブに認定された団体については、以下①～③までの支援を一定期間、

宿毛市が行うこととする。 

①　認定を受けた団体が活動するために必要となる費用の補助（クラブ設立時に

必要となる用品等） 

※令和６年度以降、高知県子どものスポーツ環境整備推進事業費補助金等を財源として補助要綱を設置予定 

②　公共のスポーツ・文化芸術施設の低廉な利用料での利用を認めるほか、地域の

中学校をはじめとする学校施設及び社会施設利用の優先的な許可 

③　その他、団体の運営（各種手続き）に関する補助 

 

（２）宿毛市地域クラブ認定申請 

認定を受けようとする団体は、申請書（様式第１号）により、関係資料を添えて申

請を行うものとする。 

なお、認定を受けようとする団体は、前年度末の３月 31日までに提出しなければ

ならない。 

 

（３）宿毛市地域クラブ認定の決定及び通知 

宿毛市は、宿毛市地域クラブ認定申請を受けたときは申請内容を審査し、認定の決

定をするものとする。 

宿毛市は、認定を決定したときは、宿毛市地域クラブ認定通知書（様式第３号）に

より、不決定したときは、認定不決定通知書（様式第４号）により、それぞれ申請者

に通知するものとする。 

宿毛市は、認定の決定に際し必要と認めるときは、条件を付することができる。 
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（４）活動計画の変更等 

宿毛市地域クラブ認定団体は、認定決定後、活動内容を著しく変更、または活動を

中止しようとするときは、あらためて活動計画書、もしくは書面を宿毛市に提出する。 

 

（５）活動報告書の提出 

認定された地域クラブは、活動が完了したときは、その日から起算して 30 日を経

過した日、または当該年度の３月 31 日のいずれか早い期日までに、活動完了報告書

（様式第５号）に関係書類を添えて提出しなければならない。 

 

（６）宿毛市地域クラブ認定不決定クラブ及び未申請クラブ 

宿毛市地域クラブに申請し、不決定もしくは申請手続きを行っていないクラブにお

いて、怪我や運営、活動場所等のトラブルが発生した場合、宿毛市及び学校側におい

ては一切責任を負わない。 

 

（７）宿毛市地域クラブ認定取り消し 

宿毛市地域クラブ認定の決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当することが判

明したときは、認定の取り消し及び補助金の全部又は一部の返還を命じる。 

①　申請内容に虚偽の申告があったとき 

②　地域クラブの運営や活動内容が著しく不適当と認められ、改善の勧告やその

他指示に従わないとき 

③　地域クラブが組織的な違法行為を行い、活動を継続することが社会通念上著

しく不適当と判断されるとき 

④　その他、地域クラブ活動を継続することが不適当と認められるとき 

 

 

５　個人情報の取り扱いについて 

 

宿毛市地域クラブ認定申請書等に記載された内容については、地域クラブの円滑な運

営を目的として、宿毛市教育委員会で主管する会議等に提供するため、参加者、指導者、

地域クラブ構成員等に同意を得た上で申請書等を提出する。 

なお、上記の目的以外には利用しない。 
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６　関係法令 

 

地方公務員法第 16 条 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受ける

ことができない。 

一　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二　当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられ

た者 

四　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ

の他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

学校教育法第９条 

次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 

一　禁錮以上の刑に処せられた者 

二　教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から

三年を経過しない者 

三　教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者 

四　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ

の他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

学校教育法第１条 

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及

び高等専門学校とする。 

地方公務員法第 38 条（営利企業への従事等の制限） 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的と

する会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得

ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員については、この限りでない。 

教育公務員特例法第１７条（兼職及び他の事業等の従事） 

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に

支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは

事務に従事することができる。


